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第５章 財政収支の見通し 

１）組織体制 

本市の水道事業及び簡易水道事業には、

管理者を置かず、その権限は市長が行って

おり、水道事業管理者の権限に属する事務

処理および管理・運営を行う職員を水道局、

上下水道課に配置しています。水道局では、

水道事業（上水道事業、各簡易水道事業）

および工業用水道事業の運営を、水道局長

の統括のもと、上下水道課長以下、庶務料

金班（6 名、料金徴収業務は民間委託）と、

管理工務班（10 名）の 2 班 18 名で行って

います。

併せて、この体制で下水道事業の整備、

運営にも取り組んでいます。

 図 5-1-1 組織体制 

２）収支の概要 

合志市では、地方公営企業会計で上水道事業および簡易水道事業を同一会計で運営し

ています。平成 23 年度の合志市水道事業会計の概要は、以下のとおりです。

※ 給水収益：水道料金としての収入額 

※ 減価償却費：施設建設に備えるための費用 

※ 経常経費：人件費や動力費、薬品費等 

※ 収益的収支は、税抜きで表記しています。 

※ 企業債利息：借入金の利息 

※ 建設改良費：施設建設や改良の費用 

※ 企業債償還金：借入金の元金 

※ 資本的収支は、税込みで表記しています。 

図 5-1-2 合志市水道事業会計（平成 23 年度決算）の状況 

５－１ 経営の状況 
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１）財政収支予測の目的および算定期間 

財政収支予測では、水道事業の経営が、中長期における施設整備（更新・拡張、高度

化・耐震化）や老朽化施設の更新需要に耐えうるかどうか、長期的な財政収支の状況を

検証します。推計期間は中長期的における経営状況を把握するため、計画目標年次を平

成 34 年度とし、算定期間は 10 年としました。

２）財政収支予測の手順 

財政収支の手順は以下のとおりです。

図 5-2-1 財政収支予測の手順 

３）算定条件 

財政収支予測における算定条件は以下のとおりです。

新企業会計基準の適用 

新会計基準適用の如何に関わらず、現金推移に影響はなく料金水準にも影響しな

いため、当該財政収支予測では、旧会計基準に準じて推計しました。

算定期間 

推計の開始年次を平成 25 年度、目標年次を平成 34 年度とし、算定期間を 10 年

間としました。

５－２ 財政収支予測の目的、手順、算定条件 
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水需要予測と給水収益 

将来の有収水量の見込みは、水需要予測の結果に基づくとともに、給水収益は、

水需要予測結果（有収水量）に供給単価（円/m3）を乗じて算定しました。

給水収益（円）＝ 年間有収水量（m3）× 供給単価（円/m3） 

建設改良計画 

建設改良年次計画は、施設の更新・拡張に要する費用、施設の高度化・耐震化に

要する費用を計上しました。

平成 24 年度から平成 30 年度の中期計画では、御代志第 2 配水池整備事業，木

原野配水池整備事業，弁天配水池整備事業，群配水池整備事業，竹迫簡易水道統合

整備事業のほか、現在整備を進めている竹迫簡易水道再編推進事業の費用を計上し

ました。さらに、平成 31 年度以降は、長期計画として将来の更新需要費（管路：

107,000 千円/年、施設：162,100 千円/年、合計 269,100 千円/年）を計上しました。

財源内訳 

財源内訳は、企業債・自己資金・工事負担金としました。なお、国庫補助金に関

しましては、資本単価（受水分資本費を除く）が、平成 23 年度 55.77 円であり、

補助採択基準の 90 円を超える見込みが低く、補助採択が確実でないことから、こ

の収支予測では見込んでいません。

企業債借入金は、建設改良費に対して、企業債借入率を設定し、これを乗じて算

定しました。なお、企業債借入率は、資金総額が著しく減少しない水準で、かつ企

業債残高が将来的に減少傾向となる割合（30.0％～20.0％）に設定しました。

減価償却費 

減価償却費は、既存施設（平成 23 年度までに取得した資産）の減価償却予定額

に、新規取得施設（平成 24 年度以降に取得予定の資産）の減価償却額を合算して

算定しました。

既存施設の減価償却費は、予測減価償却一覧表を踏襲し、新規取得施設の減価償

却費は、世代間の公平な料金負担、安定的料金設定といった観点から定額法によっ

て算定しました。
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企業債償還元金および支払利息 

企業債償還元金および支払利息は、既存施設分に、新規取得資産に関わる企業債

償還元金および支払利息を合算して算定しました。

企業債は、5 年据置，30 年償還としました。なお、返済利息は、最近の実績を

加味し 2.0％で一定としました。

動力費および薬品費 

動力費および薬品費は、配水量の変動に応じて増減しますので、この変動率に比

例させて算定しました。

簡易水道事業の取り扱い 

現企業会計には竹迫・栄簡易水道事業の会計も含んでいます。

職員人数の見込み 

職員人数は、平成 24 年度以降 8 人(水道事業会計勘定の職員数)で横ばいとしま

した。
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１）資本的収入および資本的支出

平成 24 年度から平成 30 年度の中期計画において、御代志第 2 配水池整備事業，木

原野配水池整備事業，弁天配水池整備事業，群配水池整備事業のほか、現在整備を進め

ている竹迫簡易水道再編推進事業を実施します。

特に、平成 25 年度に予定している御代志第 2 配水池整備事業に多額の投資を要しま

すので、平成 25 年度の資本的支出額が増大します。

資本的収支差額（マイナス 753,000 千円/年～223,000 千円/年）に関しては、内部留

保資金および建設改良積立金から補てんします。

図 5-3-1 資本的収入および資本的支出の推移 

２）収益的収入

水需要（有収水量）の見込みが、概ね横ばいから減少していくと見込んでいます。そ

のため、給水収益が減少傾向となり、収益的収入（総収益）も減少していくと見込んで

います。

図 5-3-2 収益的収入の推移 

５－３ 財政収支の見通し 
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３）収益的支出

建設投資を続けることで、減価償却費が微増傾向となります。その他の費用について

は、概ね横ばいで推移すると見込んでいます。その結果、収益的支出（総費用）は微増

傾向となります。

図 5-3-3 収益的支出の推移 

４）収益的収支差額の推移

収益的収入（総収入）が減少していくなか、収益的支出（総費用）が微増傾向となり

ますが、収益的収支差額は約 150,000 千円/年見込まれます。

図 5-3-4 収益的収支差額の推移 
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５）資金総額の推移

資本的収支差額を資金総額から補てんしますが、減価償却費が内部留保されるととも

に、収益的収支差額として約 150,000 千円/年が見込まれます。そのため、資金総額は

2,238,000 千円まで増加していき、その後、微減傾向で推移すると見込んでいます。

将来の更新需要費が増大した場合には、この資金総額で対応できると考えています。

図 5-3-5 資金総額の推移 

６）企業債残高の推移

これまでは、企業債の借入を抑制することで、企業債残高を減少させてきました。し

かし、中期の施設整備に伴い企業債を発行しますので、一時的に企業債残高が増加しま

す。平成 30 年度以降は、企業債発行を抑制することで、再び企業債残高が減少傾向に

転じます。

図 5-3-6 企業債残高の推移 
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